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重要な会計方針等

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しています。

２．減価償却の会計処理方法

（１） 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としており、主な耐用年数は以下の

とおりです。

建物     ２～５０年

構築物     ２～４８年

工具器具備品 ２～２０年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８５）及び資産除去債務に対応す

る特定の除去費用等（地方独立行政法人会計基準第８８）の減価償却相当額については、

損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しています。

なお、受託研究収入により購入した償却資産については当該受託研究期間を耐用年数と

しています。

（２） 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に

基づいて償却しています。

３．引当金の計上基準

（１） 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教職員

の退職給付に備えるため、期末自己都合退職金要支給額に基づき退職給付引当金を計上し

ています。なお、退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについ

ては、退職給付に係る引当金は計上していません。

また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立

行政法人会計基準第８７第４項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当

期増加額を計上しています。

（２） 賞与引当金の計上基準

賞与のうち、運営費交付金により財源措置がなされないものについて、教職員に支給す

る賞与に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。な
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お、賞与のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについては、賞与に係る引

当金は計上していません。

また、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、地方独立行政

法人会計基準第８６第２項に基づき計算された当事業年度末の引当外賞与見積額から前事

業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

（３） 徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、

徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しています。

４．有価証券の評価基準及び評価方法

満期目的保有債券

 償却原価法（定額法）により評価しています。

その他有価証券

 期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しています。

（評価差額は純資産直入法により処理しています。）

５．たな卸資産の評価基準及び評価方法

（１） 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

（２） 医薬品及び診療材料

最終仕入原価法による低価法により評価しています。

６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

（１） 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

平成２９年３月末における１０年利付国債の利回りを参考に０．０６５％で計算してい

ます

７．リース取引についての会計処理

リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっています。

８．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。
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注記事項

１．貸借対照表関係 

（１） 運営費交付金から充当されるべき引当外賞与の見積額       683,284 千円 

（２） 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額      6,324,845 千円 

２．キャッシュ・フロー計算書関係 

（１） 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金及び預金  5,581,706 千円 

うち定期預金  4,400,000 千円 

（差引）資金残高 1,181,706 千円 

（２） 重要な非資金取引 

① 現物寄附による資産・消耗品の取得      125,758 千円 

② ファイナンス・リースによる資産の取得   618,252 千円 

３．行政サービス実施コスト計算書関係 

（１） 引当外退職給付増加見積額のうち設立団体名古屋市からの派遣職員に係る部分は  

47,370 千円です。 

（２） 引当外賞与増加見積額のうち設立団体名古屋市からの派遣職員に係る部分は    

△4,488 千円です。 

４．重要な債務負担行為 

該当事項はありません。 
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５．金融商品関係 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当法人は、資金運用については国債、地方債及び政府保証債等その他総務省令で定める有

価証券、銀行その他総務省令で定める金融機関への預貯金、信託業務を営む銀行又は信託会

社への金銭信託を対象とし、名古屋市からの長期借入により資金を調達しています。 

なお、保有している株式は寄附により取得したものであります。 

 名古屋市からの長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、名古屋市長により認可さ

れた資金計画に従って、資金調達を行っております。 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

  期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額(※１) 時価(※１) 差額(※１) 

(１)投資有価証券及び 

有価証券 
1,964,003 1,964,003 － 

(２)現金及び預金 5,581,706 5,581,706 － 

(３)未収附属病院収入 

徴収不能引当金(※２）

4,967,430

△56,339

4,967,430

△56,339

－ 

－ 

(４)長期借入金 (1,294,000) (1,294,034)     (34)

(５)長期リース債務及び 

リース債務 
(3,408,013) (3,413,508) (5,495)

(６)未払金 (5,190,343) (5,190,343) － 

（※１）負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

（※２）未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

 （１）投資有価証券及び有価証券 

この時価については取引所の価格によっております。ただし、譲渡性預金（貸借対照表計

上額 1,900,000 千円）については、短期間で償還されるため貸借対照表計上額を時価として

おります。 

（２）現金及び預金、並びに（３）未収附属病院収入 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。なお、未収附属病院収入のうち徴収不能懸念債権については、担保又は

保証による回収見込額等により、時価を算定しております。 

（４）長期借入金 

この時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
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割り引いた現在価値により算定しております。 

（５）長期リース債務及びリース債務 

この時価については、元利金の合計額を、新規にリース取引を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。 

（６）未払金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。 

６．賃貸等不動産関係 

当法人は、名古屋市その他の地域において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等

不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

７．資産除去債務関係 

 （１）資産除去債務の概要 

石綿障害予防規則等に基づくアスベスト除去費用につき、資産除去債務を計上しています。 

 （２）資産除去債務の算定方法 

資産除去債務の見積りにあたり、取得時点での使用見込期間を残存耐用年数（3～17 年）、

割引率は期間に応じた国債利回り（0.32～1.86％）を使用しています。 

 （３）資産除去債務の総額の増減 

期首残高              34,332 千円 

時の経過による調整額         463 千円 

資産除去債務の履行による減少額 - 千円 

期末残高             34,795 千円 

８．重要な後発事象 

     該当事項はありません。 

財務諸表は、千円未満を切り捨てて表示しています。 

ただし、利益の処分に関する書類（案）は、円単位で表示しています。 



附 属 明 細 書
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（１）固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８５特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び｢第８８

資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理｣による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失

の明細 
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（２）たな卸資産の明細 

（３）有価証券の明細 

（３）－１ 流動資産として計上された有価証券 

（３）－２ 投資その他の資産として計上された有価証券 

（４）長期貸付金の明細 
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（５）長期借入金の明細 

（６）引当金の明細 

（６）－１ 引当金の明細 

（６）－２ 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 

（６）－３ 退職給付引当金の明細 
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（７）資産除去債務の明細 

（８）保証債務の明細 

該当事項はありません。 

（９）資本金及び資本剰余金の明細 
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（１０） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 

（１０）－１ 積立金等の明細 

（１０）－２ 目的積立金の取崩しの明細 

（１１）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

（１１）－１ 運営費交付金債務 

（１１）－２ 運営費交付金収益 
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（１２）地方公共団体等からの財源措置の明細 

（１２）－１ 施設費の明細 
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（１２）－２ 補助金等の明細 
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（１３）役員及び教職員の給与の明細 
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（１４）開示すべきセグメント情報 
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（１５）業務費及び一般管理費の明細 
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（１６） 寄附金の明細 

（１７） 受託研究の明細 

（１８） 共同研究の明細 

（１９） 受託事業等の明細
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（２０） 科学研究費補助金等の明細 
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（２１）上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 

（２１）－１ 現金及び預金の明細 

（２１）－２ 未収附属病院収入の明細 

（２１）－３ 資産見返物品受贈額の明細 
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（２１）－４ 未払金の明細 

（２２）関連公益法人等の概要等

該当事項はありません。 


